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承認第１号 

南アルプス市税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求 

めることについて 

 

 緊急執行を要したため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 

  令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   

 

 

専決処分理由 

 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第７号）が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に本条

例を改正する必要が生じたため、令和７年３月３１日専決処分したものである。 
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 専 決 処 分 書 
 

 南アルプス市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
令和７年３月３１日 

南アルプス市長  金 丸 一 元  
 

   南アルプス市税条例の一部を改正する条例 

 

 南アルプス市税条例（平成１５年南アルプス市条例第５８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改める。 
第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 
第８２条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウに

掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」を「（ウ

に掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エとし、同号イの次に次のよう

に加える。 
ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０

キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 
第８９条第２項第２号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め、同項

第５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ウに掲げる原動機付自転車にあって

は、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 
第９０条の２第１項中「身体障害者等又は」を「身体障害者等若しくは」に、「を

提示」を「又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特

定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード

（同法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項に

おいて同じ。）を提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付年月日及び」を「又は

道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号におい

て「免許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報

記録の」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に

次の１項を加える。 
２ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免

許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な

措置を受けなければならない。 
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第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め

る。 
第１４９条第１号中「同条第１５条」を「同条第１６項」に改める。 
附則第１０条の２第１６項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６

項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」

に改め、同条第１８項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４１項」に

改める。 
附則第１０条の３第１５項を同条第１６項とし、同条第１４項を同条第１５項と

し、同条第１３項の次に次の１項を加える。 
１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第

５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の３第

２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出

がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する

要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規

定を適用することができる。 
 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の南アルプス市税条例（以下「新条例」という。）の規定

中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

３ 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別

割については、なお従前の例による。 
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○南アルプス市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(市民税の申告) (市民税の申告) 
第36条の2 （略） 第36条の2 （略） 
2～8 （略） 2～8 （略） 
9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場

合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に

該当することとなった者に、当該該当することとなった日

から30日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主

たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25
年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以

下市民税について同じ。)、当該該当することとなった日そ

の他必要な事項を申告させることができる。 

9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場

合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に

該当することとなった者に、当該該当することとなった日

から30日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主

たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25
年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以

下市民税について同じ。)、当該該当することとなった日そ

の他必要な事項を申告させることができる。 
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び

第5項の規定による補正の方法の申出) 
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び

第5項の規定による補正の方法の申出) 
第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2
第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家

屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に掲

げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければ

第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2
第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家

屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に掲

げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければ
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ならない。 ならない。 
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類

を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固

定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第16項に規

定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)
(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称) 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類

を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固

定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規

定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)
(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称) 
(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 
(種別割の税率) (種別割の税率) 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別

割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別

割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額と

する。 
(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が

0.6キロワット以下のもの(ウ及びオに掲げるものを除

く。) 年額 2,000円 

ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が

0.6キロワット以下のもの(エ      に掲げるものを除

く。) 年額 2,000円 
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.0

9リットル以下のもの(ウに掲げるものを除く。)又は定

格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下の

イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.0
9リットル以下のもの又は                        
定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下
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もの 年額 2,000円 のもの 年額 2,000円 
ウ 2輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最

高出力が4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円 
 

エ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの

(ウに掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワッ

トを超えるもの 年額 2,400円 

ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの

又は                        定格出力が0.8キロワ

ットを超えるもの 年額 2,400円 
オ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の

輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大の

もの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開

放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以

下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年
運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特

定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リ
ットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを

超えるもの 年額 3,700円 

エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の

輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大の

もの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開

放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以

下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年
運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特

定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リ
ットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを

超えるもの 年額 3,700円 
(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 
(種別割の減免) (種別割の減免) 

第89条 （略） 第89条 （略） 
2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、

納期限前7日までに、当該軽自動車等について減免を受けよ

うとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、

納期限前7日までに、当該軽自動車等について減免を受けよ

うとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを
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市長に提出しなければならない。 市長に提出しなければならない。 
(1) （略） (1) （略） 
(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号

及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第16項
に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)
(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又

は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称) 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号

及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項
に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)
(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又

は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称) 
(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 
(5) 原動機の総排気量又は定格出力(第82条第1号ウに掲

げる原動機付自転車にあっては、原動機の総排気量及び

最高出力) 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力                   
                                                  
          

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 
3 （略） 3 （略） 

(身体障害者等に対する種別割の減免の申請) (身体障害者等に対する種別割の減免の申請) 
第90条の2 前条第1項の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限7日前までに、市長に対して、身体

障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により

交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年
法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

第90条の2 前条第1項の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限7日前までに、市長に対して、身体

障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により

交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年
法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受
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けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものに

あっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身

体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」

という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第10
5号)第92条の規定により交付された身体障害者等若しくは

身体障害者等と住居及び生計を一にする者若しくは身体障

害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年者

若しくは70歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害

者等に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項

において「運転免許証」という。)又はこれらの者の特定免

許情報(同法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をい

う。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番

号カード(同法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個

人番号カードをいう。次項において同じ。)を提示するとと

もに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必

要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければ

ならない。 

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものに

あっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身

体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところに

より交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」

という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第10
5号)第92条の規定により交付された身体障害者等又は  

身体障害者等と住居及び生計を一にする者若しくは身体障

害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成年者

若しくは70歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害

者等に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項

において「運転免許証」という。)を提示                
                                                    
                                                    
                                                    
                                     するとともに、次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 
(5) 運転免許証又は道路交通法第95条の2第2項第1号に規 (5) 運転免許証の番号、交付年月日及び                
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定する免許情報記録(以下この号において「免許情報記

録」という。)の番号、運転免許の年月日、運転免許証又

は免許情報記録の有効期限並びに運転免許の種類及び条

件が付されている場合にはその条件 

                                                  
                                                  
               有効期限並びに運転免許の種類及び条

件が付されている場合にはその条件 
(6)・(7) （略） (6)・(7) （略） 

2 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示

したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録され

た特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなけれ

ばならない。 

 

3 （略） 2 （略） 
4 （略） 3 （略） 

(特別土地保有税の減免) (特別土地保有税の減免) 
第139条の3 （略） 第139条の3 （略） 
2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとす

る者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申

請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれか

に該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を

減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとす

る者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申

請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれか

に該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を

減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
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関する法律第2条第16項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称) 

関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称) 
(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

3 （略） 3 （略） 
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告) (入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告) 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日

の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければな

らない。申告した事項に異動があった場合においては、直

ちにその旨を申告しなければならない。 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日

の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければな

らない。申告した事項に異動があった場合においては、直

ちにその旨を申告しなければならない。 
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名

称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定

する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法

人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称) 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名

称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定

する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法

人番号(同条第15条に規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称) 
(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) (法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) 

第10条の2 （略） 第10条の2 （略） 
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2～15 （略） 2～15 （略） 
16 法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合

は3分の2とする。 
16 法附則第15条第37項に規定する市の条例で定める割合

は3分の2とする。 
17 法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合

は3分の1とする。 
17 法附則第15条第41項に規定する市の条例で定める割合

は3分の1とする。 
18 法附則第15条第41項に規定する市の条例で定める割合

は4分の3とする。 
18 法附則第15条第42項に規定する市の条例で定める割合

は4分の3とする。 
19・20 （略） 19・20 （略） 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告) 
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告) 
第10条の3 （略） 第10条の3 （略） 
2～13 （略） 2～13 （略） 
14 市長は、法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マン

ションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告

書の提出がなかった場合においても、マンションの管理の

適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の

2第1項に規定する管理組合の管理者等から法附則第15条
の9の3第2項に規定する期間内に施行規則附則第7条第17
項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンシ

ョンが法附則第15条の9の3第1項に規定する要件に該当す

ると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1
項の規定を適用することができる。 
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15 （略） 14 （略） 
16 （略） 15 （略） 
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承認第２号 

南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

のための固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例の専決処

分につき承認を求めることについて 

 

 緊急執行を要したため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 

  令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   

 

 

専決処分理由 

 離島振興法第２０条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用さ

れる場合等を定める省令等の一部を改正する省令（令和７年総務省令第２８号）

が令和７年３月３１日に公布されたことに伴い、緊急に本条例を改正する必要

が生じたため、令和７年３月３１日専決処分したものである。 
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専 決 処 分 書 
 
 南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための

固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
令和７年３月３１日 

南アルプス市長  金 丸 一 元   
 

南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のた

めの固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例 
 

南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための

固定資産税の免除に関する条例（平成２０年南アルプス市条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条中「令和７年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 
 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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○南アルプス市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の免除に関する条例の一部を

改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(課税免除) (課税免除) 
第2条 市長は、促進区域内において同意基本計画の同意(法
第4条第6項の同意に限る。)の日(以下「同意日」という。)
から令和10年3月31日までに承認地域経済牽引事業計画に

従って対象施設を設置した事業者について、当該対象施設

の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供

する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所等に係

るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後

に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得

の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする

当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当

該土地に限る。)に対して課する固定資産税について最初に

課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するもの

とする。 

第2条 市長は、促進区域内において同意基本計画の同意(法
第4条第6項の同意に限る。)の日(以下「同意日」という。)
から令和7年3月31日 までに承認地域経済牽引事業計画に

従って対象施設を設置した事業者について、当該対象施設

の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供

する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所等に係

るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後

に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得

の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする

当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当

該土地に限る。)に対して課する固定資産税について最初に

課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するもの

とする。 
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承認第３号 
   南アルプス市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につ

き承認を求めることについて 
 

 緊急執行を要したため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 
  令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
 
専決処分理由 
 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する

政令（令和７年政令第１１９号）が令和７年３月３１日公布されたことに伴い、

緊急に本条例を改正する必要が生じたため、令和７年３月３１日専決処分した

ものである。 
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専 決 処 分 書 
 
 南アルプス市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
  令和７年３月３１日 
 
 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 

南アルプス市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 
南アルプス市国民健康保険税条例（平成１５年南アルプス市条例第６４号）の一

部を次のように改正する。 
 
第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし

書中「２４万円」を「２６万円」に改める。 
第２３条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」

に改め、同項第２号中「２９万５，０００円」を「３０万５，０００円」に改め、

同項第３号中「５４万５，０００円」を「５６万円」に改める。 
 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
 （適用区分） 
２ この条例による改正後の南アルプス市国民健康保険税条例の規定は、令和７年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 
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○南アルプス市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現行 

(課税額) (課税額) 
第2条 （略） 第2条 （略） 
2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を

除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が66万円を超

える場合においては、基礎課税額は、66万円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を

除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超

える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。 
3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を

超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26
万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が24万円を

超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、24
万円とする。 

4 （略） 4 （略） 
(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2
項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2
項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65
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万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額

が26万円を超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17
万円)の合算額とする。 

万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ

及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額

が24万円を超える場合には、24万円)並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17
万円)の合算額とする。 

(1) （略） (1) （略） 
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43
万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定

同一世帯所属者1人につき30万5,000円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を

除く。) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43
万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定

同一世帯所属者1人につき29万5,000円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を

除く。) 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 11,750円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 11,750円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 
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(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 11,250円 (ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 11,250円 
(イ) 特定世帯 5,625円 (イ) 特定世帯 5,625円 
(ウ) 特定継続世帯 8,438円 (ウ) 特定継続世帯 8,438円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人について 4,300円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人について 4,300円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 
(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 3,900円 (ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 3,900円 
(イ) 特定世帯 1,950円 (イ) 特定世帯 1,950円 
(ウ) 特定継続世帯 2,925円 (ウ) 特定継続世帯 2,925円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 4,500円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 4,500円 
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 3,350円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 3,350円 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43
万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43
万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円
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を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定

同一世帯所属者1人につき56万円     を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を

除く。) 

を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定

同一世帯所属者1人につき54万5,000円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を

除く。) 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 4,700円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険

者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主

を除く。) 1人について 4,700円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 
(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 4,500円 (ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 4,500円 
(イ) 特定世帯 2,250円 (イ) 特定世帯 2,250円 
(ウ) 特定継続世帯 3,375円 (ウ) 特定継続世帯 3,375円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人について 1,720円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 1人について 1,720円 
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 
(ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 1,560円 (ア) (イ)又は(ウ)に掲げる世帯以外の世帯 1,560円 
(イ) 特定世帯 780円 (イ) 特定世帯 780円 
(ウ) 特定継続世帯 1,170円 (ウ) 特定継続世帯 1,170円 
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オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 1,800円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 1,800円 
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 1,340円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1
世帯について 1,340円 

2・3 （略） 2・3 （略） 
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 議案第５３号 
   南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び南アルプス市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 
 

 南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び南

アルプス市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
  令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
   南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び南アルプス市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 
 
 （南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 
第１条 南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年南アルプス市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 
第５条第５項中「次条第２号」を「次条第１項第２号」に改める。 
第６条中「及び第５項」を「、第２項及び第５項」に、「並びに第１７条第１

項」を「、第１７条第１項」に、「及び家庭的保育事業者等」を「及び、家庭的

保育事業者等」に改め、同条第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容

支援」という。）を実施する」に改め、同条第３号中「この号」の次に「及び第

６項第１号」を加え、同条に次の６項を加える。 
２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができ

る。 
（１）家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 
（２）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 
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３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保育事

業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項に

おいて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に

掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 
４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを

満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 
（１）家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次

のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 
ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 
イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 
（２）市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のため

に必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難

であること。 
５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携

協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるものをいう。 
（１）家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号にお

いて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が

提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 
（２）事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案し

て小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 
６ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用

しないこととすることができる。 
（１）市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保

育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う

措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳

幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供され

るよう必要な措置を講じているとき。 
（２）家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 
７ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保育事業者

等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定員が２
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０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号

に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならな

い。 
（１）子ども・子育て支援法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている

者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするもの

に限る。） 
（２）法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施

設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・

幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けてい

るもの 
第１６条第２項に次の１号を加える。 

（４）保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のう

ち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄

養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の

年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、ア

トピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回

数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの（第

２４条に規定する家庭的保育事業者が第２２条に規定する家庭的保育事業

を行う場所（第２３条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。）にお

いて家庭的保育事業を行う場合に限る。） 
第４５条中「第６条第１号」を「第６条第１項第１号」に改める。 
附則第３条中「施行日」を「令和７年４月１日」に改める。 

 （南アルプス市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 
第２条 南アルプス市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年南アルプス市条例第３９号）の一部を次のように

改正する。 
第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に、「同号」

を「第４２条第３項」に改める。 
第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」を

「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第３号中

「この号」の次に「及び第６項第１号」を加え、同条中第９項を第１１項とし、

第８項を第１０項とし、第７項を第９項とし、同条第６項中「あっては」の次に

「、第１項本文の規定にかかわらず」を加え、「障害児入所支援施設」を「障害

児入所施設」に改め、同項を同条第８項とし、同条第５項中「前項」の次に「（第
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２号に係る部分に限る。）」を加え、同項を同条第７項とし、同条第４項中「特定

地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認めるときは、同号の」を「次の各号のいずれかに該当すると

きは、第１項第３号の」に改め、同項に次の各号を加える。 
（１）市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定による調整を行うに当たって、

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者

による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・

保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 
（２）特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 
第４２条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「前項の場合において、特定

地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める者を第１項第２号」を「前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２

号」に、「として適切に確保しなければならない」を「であって、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう」に改め、同項第

１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、「小規模

保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事

業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項各号列記以外の部分中「次

に掲げる要件の全てを満たすと認める」を「次の各号に掲げる要件のいずれかを

満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように

改める。 
（１）特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 
ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 
（２）市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のた

めに必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困

難であること。 
第４２条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 
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２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全て

を満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることがで

きる。 
（１）特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 
（２）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 
３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規

模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育

事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連

携協力を行うものをいう。 
附則第５条中「１０年」を「１５年」に改める。 

 
 

附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 
 
提案理由  
子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令

第７号）の施行に伴い、保育内容支援等に係る連携施設及び当該施設の確保に関す

る経過措置を見直す必要があるため本条例を改正したいので、この案を提出するも

のである。 
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○南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び南アルプス市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 

第１条 南アルプス市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 

改正案 現行 

(家庭的保育事業者等の一般原則) (家庭的保育事業者等の一般原則) 
第5条 （略） 第5条 （略） 
2～4 （略） 2～4 （略） 
5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除

く。次項、次条第1項第2号、第14条第2項及び第3項、第1
5条第1項並びに第16条第1項において同じ。)には、法に定

めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を

設けなければならない。 

5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除

く。次項、次条第2号     、第14条第2項及び第3項、第1
5条第1項並びに第16条第1項において同じ。)には、法に定

めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を

設けなければならない。 
6 （略） 6 （略） 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 
第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者

(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下こ

の条、次条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、

第2項及び第5項、第16条、第17条第1項    から第3項まで

並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者

(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下こ

の条、次条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項及

び第5項       、第16条並びに第17条第1項から第3項まで

並びに附則第3条において同じ。)は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等  
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による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必

要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に

規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所(子ど

も・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定

する保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をい

う。)又は認定こども園(同項に規定する認定子ども園をい

う。)(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければ

ならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設

の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭

的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3
号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、

この限りでない。 

による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必

要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に

規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所(子ど

も・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定

する保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をい

う。)又は認定こども園(同項に規定する認定子ども園をい

う。)(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければ

ならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設

の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭

的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第16条第2項第3
号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、

この限りでない。 
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設

定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対

する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項に

おいて「保育内容支援」という。)を実施すること。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設

定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対

する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行う 
                                         こと。 

(2) （略） (2) （略） 
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けて

いた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっ

ては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けて

いた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっ

ては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。
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以下この号及び第6項第1号において同じ。)を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の

希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れ

て教育又は保育を提供すること。 

以下この号              において同じ。)を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の

希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れ

て教育又は保育を提供すること。 
2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であ

って、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるとき

は、前項第1号の規定を適用しないこととすることができ

る。 
(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適

切に確保すること。 
(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 
ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との

間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 
イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障

が生じないようにするための措置が講じられているこ

と。 

 

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定

する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は

事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事

業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 
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4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1
項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 
(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に

確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たす

と市長が認めること。 
ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されて

いること。 
イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 
(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力

者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該

代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

 

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをい

う。 
(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所

又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以
外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合

 小規模保育事業A型事業者等 
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(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 

事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と

同等の能力を有すると市が認める者 
6 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第

3号の規定を適用しないこととすることができる。 
(1) 市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当

たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けて

いた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的

保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳

幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育

又は保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 
(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項

に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めると

き(前号に該当する場合を除く。)。 

 

7 前項(第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家

庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のう

ち次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)で
あって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事

項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければ

ならない。 
(1) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助

成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に
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規定する業務を目的とするものに限る。) 
(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務

を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規

定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに

要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 
(食事の提供の特例) (食事の提供の特例) 

第16条 （略） 第16条 （略） 
2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 
(4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託

している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による

給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業

務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼

児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の

提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養

素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機

に適切に応じることができる者として市が適当と認める

もの(第24条に規定する家庭的保育事業者が第22条に規

定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第2項に規定す

る家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業

を行う場合に限る。) 

 

(連携施設に関する特例) (連携施設に関する特例) 
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第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連

携施設の確保に当たって、第6条第1項第1号及び第2号に係

る連携協力を求めることを要しない。 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連

携施設の確保に当たって、第6条第1号     及び第2号に係

る連携協力を求めることを要しない。 
附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 
第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難

であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する

事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことがで

きると市が認める場合は、第6条第1項本文の規定にかかわ

らず、令和7年4月1日から起算して5年を経過する日までの

間、連携施設の確保をしないことができる。 

第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難

であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する

事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことがで

きると市が認める場合は、第6条第1項本文の規定にかかわ

らず、施行日       から起算して5年を経過する日までの

間、連携施設の確保をしないことができる。 

 

第２条 南アルプス市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正 

改正案 現行 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の
利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限

る。以下この章において同じ。)の数は、家庭的保育事業に

あっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省

令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。第

42条第3項      において同じ。)及び小規模保育事業B型

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の
利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限

る。以下この章において同じ。)の数は、家庭的保育事業に

あっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省

令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。第

42条第3項第1号において同じ。)及び小規模保育事業B型
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(同令第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条
第3項において同じ。)にあっては6人以上19人以下、小規模

保育事業C型(同令第33条に規定する小規模保育事業C型を

いう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以上10人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

(同令第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。同号  
     において同じ。)にあっては6人以上19人以下、小規模

保育事業C型(同令第33条に規定する小規模保育事業C型を

いう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以上10人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 
2 （略） 2 （略） 

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 
第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う

者を除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)は、

特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係

る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下

「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著

しく困難であると市が認めるものにおいて特定地域型保育

事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りで

ない。 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う

者を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)は、

特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係

る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下

「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著

しく困難であると市が認めるものにおいて特定地域型保育

事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りで

ない。 
(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認

定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特

定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業

者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援

(次項において「保育内容支援」という。)を実施するこ

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認

定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特

定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業

者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援

を行う                                          こ
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と。 と。 
(2) （略） (2) （略） 
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の

提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保

育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、

第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに

限る。以下この号及び第6項第1号において同じ。)を、当

該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育・保育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の

提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保

育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、

第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに

限る。以下この号              において同じ。)を、当

該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育・保育を提供すること。 
2 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施

に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合で

あって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めると

きは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができ

る。 
(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を

適切に確保すること。 
(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 
ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者と

の間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化

されていること。 
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イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障

が生じないようにするための措置が講じられているこ

と。 
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業

Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者(第5項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」と

いう。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力

を行うものをいう。 

 

4 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1
項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 

2 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすと認める  ときは、前

項第2号 の規定を適用しないこととすることができる。 
(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切

に確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満た

すと市長が認めること。 
ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化され

ていること。 
イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

(1) 特定地域型保育事業者と次項に規定する連携協力を

行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が

明確化されていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協

力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当

(2) 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本

来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置
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該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 が講じられていること。 
5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号       

                                                    
             に掲げる事項に係る連携協力を行う者であ

って、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるものをいう。 

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者

を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者とし

て適切に確保しなければならない                      
                      。 

(1) 特定地域型保育事業者    が特定地域型保育事業を

行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」とい

う。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供され

る場合 小規模保育事業A型事業者等                
                                                  
                               

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を

行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」とい

う。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供され

る場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B
型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模

保育事業A型事業者等」という。) 
(2) （略） (2) （略） 

6 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第

3号の                                               
             規定を適用しないこととすることができる。 

4 市長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げ

る事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める

ときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 
(1) 市長が、児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者に

よる特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育

認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型

保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際し
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て、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育

が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 
(2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事

項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めると

き(前号に該当する場合を除く。)。 

 

7 前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、特定地

域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施

設のうち次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限

る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲

げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しな

ければならない。 

5 前項                         の場合において、特定地

域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施

設のうち次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限

る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲

げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しな

ければならない。 
(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

8 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準第37条第1号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては、第1項本文の規定にかかわ

らず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専

門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらか

じめ、連携する障害児入所施設    (児童福祉法第42条に規

定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設

(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)
を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の

6 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準第37条第1号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては                        
     、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専

門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらか

じめ、連携する障害児入所支援施設(児童福祉法第42条に規

定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設

(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)
を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の
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地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困

難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う

居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。 

地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困

難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う

居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。 
9 （略） 7 （略） 
10 （略） 8 （略） 
11 （略） 9 （略） 

附 則 附 則 
(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第5条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、

法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第42
条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から

起算して15年を経過する日までの間、連携施設を確保しな

いことができる。 

第5条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事

業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、

法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第42
条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の日から

起算して10年を経過する日までの間、連携施設を確保しな

いことができる。 
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議案第５６号 
財産の取得（消防団消防ポンプ自動車）について 

 
消防団消防ポンプ自動車１台の購入として、次のとおり財産を取得するものとす

る。 
令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
１ 品  名  消防団消防ポンプ自動車 
２ 購入方法  一般競争入札 
３ 購入金額  金２２，１１０，０００円 

        （うち消費税 金２，０１０，０００円） 
４ 購 入 先  住 所 山梨県甲府市伊勢一丁目５番１６号 

   名 称 有限会社 中村ポンプ工作所 
         代表者 代表取締役 中村 巳春 
５ 納入期限  令和８年３月１９日まで 

 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第５７号 
財産の取得（防災モビリティトイレ・トラックタイプ）について 

 
防災モビリティトイレ・トラックタイプ１台の購入として、次のとおり財産を取

得するものとする。 
令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
１ 品  名  防災モビリティトイレ・トラックタイプ 
２ 購入方法  随意契約 
３ 購入金額  金２６，４７５，９００円 

         （うち消費税 金２，４０６，９００円） 
４ 購 入 先  住 所 静岡県御殿場市東山９９０ 御殿場コート４Ｊ 

   名 称 一般社団法人 助けあいジャパン 
         代表者 代表理事 石川 淳哉  
５ 納入期限  令和８年２月２７日まで 

 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第５８号 
財産の取得（気化式冷風機・発電機）について 

 
気化式冷風機１４台、発電機９台の購入として、次のとおり財産を取得するもの

とする。 
令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
１ 品  名  気化式冷風機、発電機 
２ 購入方法  一般競争入札 
３ 購入金額  金１９，４１５，０００円 

         （うち消費税 金１，７６５，０００円） 
４ 購 入 先  住 所 山梨県南アルプス市小笠原３５２番地 
            近藤ビル １階－A 

   名 称 株式会社 正直堂 南アルプス店 
         代表者 店長 依田 俊也  
５ 納入期限  令和７年８月２２日まで 

 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第５９号 
財産の取得（プライベートルーム）について 

 
プライベートルーム１，０９１基の購入として、次のとおり財産を取得するもの

とする。 
令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
１ 品  名  プライベートルーム 
２ 購入方法  一般競争入札 
３ 購入金額  金２６，６４２，２２０円 

         （うち消費税 金２，４２２，０２０円） 
４ 購 入 先  住 所 山梨県笛吹市御坂町八千蔵２８７番地の１ 

   名 称 東八防災 株式会社 
         代表者 代表取締役 宮本 雄一 
５ 納入期限  令和８年２月２７日まで 

 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第６０号 
   財産の取得（学習者用一人一台端末）について 
 
 学習者用一人一台端末の購入として、次のとおり財産を取得するものとする。 
  令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
 １ 品  名  学習者用一人一台端末 
 ２ 購入方法  随意契約 
 ３ 購入金額  金３３６，７３２，６６０円 

（うち消費税 金３０，６１２，０６０円） 
 ４ 購 入 先  住 所 山梨県甲府市太田町９番７号 
         名 称 株式会社エーティーエルシステムズ 
         代表者 代表取締役 佐藤 公紀 
 ５ 納入期限  令和８年３月３１日まで 
 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第６１号 
   財産の取得（北部学校給食センター揚物焼物機器更新）について 
 
 北部学校給食センター揚物焼物機器の更新として、次のとおり財産を取得するも

のとする。 
  令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
 １ 品  名  北部学校給食センター揚物焼物機器 
 ２ 購入方法  一般競争入札 
 ３ 購入金額  金４９，１４８，０００円 

（うち消費税 金４，４６８，０００円） 
 ４ 購 入 先  住 所 山梨県中央市山之神流通団地北１番地 
         名 称 株式会社 日新厨房企画 
         代表者 代表取締役 内田 誠一 
 ５ 納入期限  令和７年８月３１日まで 
 
提案理由 
 この財産の取得については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める

条例（平成１５年南アルプス市条例第５５号）第３条の規定により議会の議決を必

要とするので、この案を提出するものである。 
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議案第６２号 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり認定したいので、議会の議決を求める。 

令和７年６月５日提出 

南アルプス市長 金 丸 一 元   
 
認定路線                          （単位：ｍ） 

整
理
番
号 

路線名 

起 点 

延長 

最小幅員 

摘要 

終 点 最大幅員 

1 若草 835 号線 
寺部字南ノ前 380 番 1地先 

46.17 
6.02 若草 

地区 寺部字南ノ前 380 番 5地先 8.22 

2 若草 836 号線 
十日市場字北林 1241 番 3 地先 

31.67 
6.00 若草 

地区 十日市場字北林 1241 番 5 地先 10.60 

3 山寺 91 号線 
山寺字下南田 1007 番 9地先 

40.97 
6.00 櫛形 

地区 山寺字下南田 1007 番 8地先 11.34 

4 鮎沢 31 号線 
鮎沢字横町 1172 番 2 地先 

85.68 
6.02 甲西 

地区 鮎沢字横町 1177 番 2 地先 8.09 

 

提案理由 

開発行為の寄附に伴い新たに４路線を認定したいので、道路法第８条第２項

の規定に基づき、この案を提出するものである。 
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同意案第２２号 
   固定資産評価員の選任について 
 
 次の者を固定資産評価員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第４０４条第２項の規定により議会の同意を求める。 
令和７年６月５日提出 

      南アルプス市長 金 丸 一 元 
 
 
 住  所  南アルプス市徳永２０５３番地 
 

  氏  名  樋川 勇二（ひかわ ゆうじ） 
 

生年月日  昭和３７年１月３日 
 
 
提案理由 
 小松治（こまつ おさむ）固定資産評価員より、令和７年６月４日をもって

退任の申し出があったため、新たに選任する必要があるので、この案を提出す

るものである。 
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略 歴 書 
 
 
住  所 南アルプス市徳永２０５３番地 
 
氏  名 樋川 勇二（ひかわ ゆうじ） 
 
生年月日 昭和３７年１月３日 
 
職  業 無職 
 
公職歴等  
昭和５９年４月１日       八田村役場採用 
平成１８年４月～平成２１年３月 南アルプス市総務部税務課 
平成２５年４月～平成２７年３月 南アルプス市総務部税務課 
平成２８年４月～平成３０年３月 南アルプス市総務部税務課長 
令和３年４月 ～令和４年３月  南アルプス市会計管理者 
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